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３つのガイドライン 

・一般廃棄物処理有料化の手引き 
 
・一般廃棄物会計基準 

 
・市町村における循環型社会づくりに向けた 
 一般廃棄物処理システムの指針 
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一般廃棄物処理有料化の手引き 
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一般廃棄物処理有料化の手引きとは？ 

環境省が平成19年６月に公表。 

自治体が一般廃棄物処理に「有料化」施策を導入
する場合あるいは見直す場合に、参考となる手引
書として策定。 

平成19年6月に公表された当初の手引きは、家庭
系ごみだけを対象としたものであったため、平成25
年3月の改定で、事業系ごみも対象に追加。 

手引きの内容の改定に加えて、有料化事例集の
データも更新し、有料化事例も追加。 
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一般廃棄物処理有料化の手順フロー 
①基本的事項

②有料化の目的

有料化 開始

③有料化の仕組みづくり ④有料化の円滑な導入及び実施

⑤有料化の制度評価と見直し

継続的な広報の実施
懸念される課題への対応

現状の把握及び課題の整理、住民意識の把握

有料化の目的の設定、期待する効果の検討

有料化とごみ処理基本計画の関係

手数料の料金体系

手数料の料金水準

手数料の徴収方法

手数料の使途

その他施策の検討

住民や事業者との意見交換

市町村内の関連部署との調整

説明会の開催、広報媒体の活用

制度の評価と見直しの基本的な考え方

定期的な点検の実施

制度の見直し

【基礎的検討】

【制度設計】

【住民説明】

【実施】

【点検・評価・見直し】
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制度の見直し 
一般廃棄物処理の有料化のＰＤＣＡサイクル 

Ｐ 

Ａ 

Ｃ 

Ｄ 

・関係者との連携（説明会の開催等） 
・有料化の導入・運用 

一般廃棄物処理基本計画の見直し 

市町村合併等に伴う体制再編 
・市町村合併等に伴う体制再編 

・一般廃棄物処理の目的・目標値の進捗状況を点 
検するとともに、有料化による効果を評価 

・不適正排出などの負の影響の有無や変化を確認 

・有料化の制度評価や、廃棄物行政の見直し等を 
踏まえて、有料化の制度の改善、見直しを実施 

・有料化に期待する効果の整理 

・料金体系、料金水準、手数料の使途などの検討 

・住民、庁内関係部局、周辺市町村などとの合意 
形成・調整 

・ごみ処理基本計画の見直し 
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有料化の制度評価と見直し 
有料化の制度評価と見直しの考え方 

定期的な評価を
踏まえた制度の
見直し 

導入前年 導入年 １年目 ２年目 ･･･ ５年目 
Ｐｌａｎ 
実施検討判断 
料金体系 
料金水準 
料金の徴収方法 
手数料収入の使途 
他施策との併用 
関係者との連携 
懸念される課題への対応 
Ｄｏ 
関係者との連携 
（説明会 の開催等） 
有料化の導入 
Ｃｈｅｃｋ 
有料化の制度評価 
Ａｃｔｉｏｎ 
有料化の制度見直し 

毎年度の点検 
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有料化の手引き 掲載データ 
手引きに参考として掲載している以下の情報等を
更新しています。 

  

 一般家庭から排出される可燃ごみの有料化導入市町村数  
⇒２２年度の一般廃棄物処理実態調査では、可燃ごみの有料自治体数は１０２３件で、 

  有料化率は、自治体件数ベースで６０．６％ 

 家庭系の可燃ごみ有料化における料金徴収方法別の内訳 
⇒料金徴収方法は、排出量単純比例型がほとんどであるが、多段階比例型、一定量 

  無料型なども採用。 

 家庭系一般廃棄物排出量単純比例型における料金水準分布 
⇒家庭系の可燃ごみの排出量単純比例型では、大袋３０円台が最も多い料金帯 

 家庭系一般廃棄物区分毎の有料化導入の有無と該当自治体数 

 家庭系可燃ごみの有料化前後の一人当たり可燃ごみ収集量変化 

 可燃ごみの料金水準と平均排出抑制率 
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有料化の手引き 掲載データ  

（出所）環境省「廃棄物・リサイクル分野における３Ｒ・低炭素化の推進に係わるアンケート調査」
（平成23年度実施） 
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54件中47件で一人当たりの収集量が減少 
54件の平均値は、 
 ・有料化実施前が0.20ｔ/人 
 ・有料化３年目は0.16ｔ/人 

家庭系可燃ごみの有料化前後の一人当たり可燃ごみ収
集量変化 



9 

有料化の手引き 掲載データ 
可燃ごみの料金水準と平均排出抑制率 リットル当たり１円以上になると、

平均の排出抑制率が２０％以上
という結果が現れています。  

※１廃棄物排出抑制率＝(導入前年（g/人･日）－導入３年目（g/人･日））/導入前年（g/人･日） 
※２平均排出抑制率：各手数料の料金水準区分（～0.49円、0.5～0.99円、1.0～1.49円、1.5～1.99円、2.0～2.49円、2.5円～）に

該当する廃棄物排出抑制率の平均 
※３容積当たりの料金単価がごみ袋の大きさによって異なる場合には、一番大きいごみ袋の容積当たりの料金単価を採用 
※４アンケート調査によって排出量データ（g/人･日）が得られた51市町村が集計対象 
（出所）環境省「廃棄物・リサイクル分野における３Ｒ・低炭素化の推進に係わるアンケート調査」（平成23年度実施） 
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事業系一般廃棄物の有料化情報の追加 
事業系一般廃棄物についても、以下の情報を追
加しています。 

  

 事業所から排出される可燃ごみの有料化を導入している市町村
の数 

⇒ ２２年度の実態調査によると、事業系の可燃ごみの有料化自治体数は１４１２。 

  そもそも事業系は中小企業分も収集しない自治体を除くと、有料化実施率は９７％。 

 事業系の可燃ごみ有料化における料金徴収方法別の内訳 

 事業系一般廃棄物排出量単純比例型における料金水準分布 

 事業系一般廃棄物区分毎の有料化導入の有無と該当自治体数 

 事業系一般廃棄物の有料化前後の一人当たり事業系一般廃棄
物処理量変化 
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事業系一般廃棄物の有料化情報の追加 
事業系ごみの有料化前後の一人当たり事業系ごみ処理量変化 

（出所）環境省「廃棄物・リサイクル分野における３Ｒ・低炭素化の推進に係わるアンケート調査」
（平成23年度実施） 
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＜事業系ごみ処理量が有料化導入前よ
り増加した自治体の原因＞ 
 導入前は家庭系ごみとみなされて排出
されていたものが、導入後、事業系ごみ
として排出されたためという回答が多く
見られました。 

36件中25件で一人当たりの事業
系ごみ処理量が減少 
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事業系一般廃棄物の有料化情報の追加 
事業系ごみの料金分布 

（出所）環境省「廃棄物・リサイクル分野における３Ｒ・低炭素化の推進に係わるアンケート調査」
（平成23年度実施） 

＜排出量単純比例型における料金水準分布 
（大袋（40～45Ｌ）１枚あたりの価格＞ 

＜事業系ごみ排出量単純比例型における 
 料金水準分布（1kgあたりの価格）＞ 

大袋１枚あたりの価格を見る
と、60～79円がピークとなっ
ており、家庭系ごみよりも全
体的に料金設定が高くなっ
ています。 

直接持込による徴収
の場合は、1kgあたり
10円台がピークで、全
体の半数を占めていま
す。 
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有料化事例集のデータ更新・自治体数の追加 
 

 

 

 １.北海道登別市 

２.栃木県宇都宮市 

３.栃木県矢板市 

４.千葉県松戸市 

５.千葉県野田市 

６.千葉県我孫子市 

７.東京都調布市 

８.東京都日野市 

９.長野県長野市 

１０.長野県千曲市 

１１.愛知県名古屋市 

１２.三重県志摩市 

１３.京都府京都市 

１４.兵庫県洲本市 

１５.山口県下関市 

１６.福岡県福岡市 

１７.熊本県熊本市 

１８.沖縄県名護市 

有料化事例集掲載自治体 
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有料化事例の紹介（京都府京都市） 

京都府京都市 常住人口 1,473,416人(平成23年10月1日） 
常住世帯数 685,904世帯(平成23年10月1日） 

担当課：環境政策局 面積 827.90 km2 
合併：平成17年4月に京北町と合併 

有料化政策の特徴 

 計画・目標の実現可能性を考慮した料金設定 

 有料化の収入の使途（京都市環境ファンドを設立し、環
境政策関連事業への支出を除いた分を積み立て） 
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有料化事例の紹介（京都府京都市） 

計画・目標の実現可能性を考慮した料金設定 

 平成15年策定の京都市循環型社会推進基本計画で以下のごみ
減量目標を策定 

  13年度 
(基準年度） 

15年度 
（現状） 

27年度 
(目標年度） 

現状からの
必要削減率 

市のごみ 
総受入量 

780,618t 713,569t 
(△1.3%) 
1,334g/人/日 

629,900t 
1,178g/人/日 

11.7% 

定期収集 
ごみ量 

297,535t 290,106t 
(△0.4%) 

264,400t 8.9% 

 循環型社会推進基本計画には、指定袋制導入と家庭ごみの収
集・処理コスト負担のあり方を検討することが、盛り込まれた 
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有料化事例の紹介（京都府京都市） 

計画・目標の実現可能性を考慮した料金設定 

 料金設定の考え方として、下記の点を検討 
①周辺市町村等（大津市、亀岡市等）と
の袋料金の整合 
→周辺市町村等では、20～40円／30Ｌが
多い。 
②ごみ処理費用の一部を負担（多くの市町
村でごみ処理原価の10～30％を設定） 
→原価の10～30％の価格は20～60円／
30Ｌとなる。 
③ごみ減量目標との整合（減量目標のイ
ンセンティブになっているか） 
→人口10万人以上都市を対象とした調査よ
り京都市が目標とする11.7%以上削減を達
成するためには22円／30Ｌ以上が必要であ
ると考えられる。 

種類 容量 価格（税込） 
定期収集 

ごみ 
45Ｌ 45円／枚 
30Ｌ 30円／枚 
10Ｌ 10円／枚 
 5Ｌ  5円／枚 

資源ごみ 
缶・びん・
ペット・ 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
容器包装類 

45Ｌ 22円／枚 
30Ｌ 15円／枚 
20Ｌ 10円／枚 
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有料化事例の紹介（京都府京都市） 

有料化の収入の使途（京都市環境ファンドを設立し、環
境政策関連事業への支出を除いた分を積み立て） 

 廃棄物処理はあくま
で市の税金で負担
するものであり、有
料化ごみ袋販売収
入は、ごみの発生抑
制、再使用、リサイク
ルという３Ｒ施策、ま
ちの美化の推進及
び地球温暖化防止
施策の推進に特化し
た活用を行い、市民
の目に見える形で還
元することに。 
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有料化事例の紹介（栃木県宇都宮市） 

有料化政策の特徴 

 事業者は事業系一般廃棄物の処理費用全額を負担する
こととして、料金設定 

 小規模事業者の事業系一般廃棄物のごみ収集ステー
ションへの排出を禁止 

栃木県宇都宮市 常住人口 515,377人(平成25年2月1日） 
常住世帯数 216,110世帯(平成25年2月1日） 

担当課：環境局ごみ減量課 面積 416.84 km2 
合併： 
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有料化事例の紹介（栃木県宇都宮市） 
事業者は事業系一般廃棄物の処理費用全額を負担す
ることとして、料金設定 

事業系ごみの10kgあたりの処理手数料（平成18年4月以降） 
事業系一般廃棄物のうち再生利用又は再使用が可能な紙

類及び布類：36円 
上記以外の事業系一般廃棄物：216円  

料金はごみ処理原価（施設のイニシャルコストやランニングコ
ストをもとに算出)を踏まえて設定。紙・布類の手数料（36円
/10kg)は、民間委託先の資源化施設の原価を反映 

ペットボトル等は、実際の処理費は216円を上回っているが、
焼却ごみとのバランスを考慮して216円に設定 

なお、平成18年度の料金改定以前は、持ち込み手数料は全
てのごみ種で157円/10kg（平成16年10月改定料金) 
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有料化事例の紹介（栃木県宇都宮市） 

小規模事業者の事業系一般廃棄物のごみ収集ステー
ションへの排出を禁止 

事業系廃棄物は排出者責任で処分されるべきである、という
考え方と、一般廃棄物は市に処理責任がある、という考え方
があり、市民（特に、現在市内に2万6千程度存在している小規

模事業者）から、ごみステーションへの事業系ごみの排出禁止
に対する反対意見が、メール等によって多く寄せられた。これ
らに対応するため、環境部の全5課が2人組などで地道に説明
に回った。 

現在でも、パトロールやポスティング、チラシ配布等、小規模事
業者に対する周知啓発を行っている。 
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有料化事例の紹介（栃木県宇都宮市） 
事業系ごみの排出量の推移 
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料金改定
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有料化事例の紹介（長野県長野市） 

有料化政策の特徴 

 廃棄物会計基準の原価計算結果に基づき、ごみ有料化 

 一般廃棄物処理基本計画において、一般廃棄物処理シ
ステム指針や、ごみ処理基本計画策定指針に基づいた
評価指標を算定、公表 

9.長野県長野市 常住人口 386,564人(平成25年3月1日） 
常住世帯数 155,237世帯(平成25年3月1日） 

担当課：環境部 生活環境課 面積 834.85 km2 
合併：平成17年１月と平成22年１月に近隣市町村を合併 
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有料化事例の紹介（長野県長野市） 
廃棄物会計基準の原価計算結果に基づき、ごみ有料化 

 一般廃棄物会計基準に基づいた原価を元に、ごみ有料化の手数料は原価の１割程
度と設定しており、事業系一般廃棄物の持ち込み手数料は、他市の手数料も踏ま
えつつ、原価の80％程度に設定している。 

 家庭系は、１リットル１円換算で、10円/10リットル、20円/20リットル、30円/30リット
ル、40円/40リットル。事業系は130円/10kg（平成21年10月より） 
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有料化事例の紹介（長野県長野市） 
一般廃棄物処理システム指針や、ごみ処理基本計画策定指針に
基づいた評価指標を算定、公表 

視点 
指標で測
るもの 

指標項目 
国の目標

値
（H22） 

実績 計算方法 

循環
型 
社会
形成 

廃棄物の
発生 

人口一人一日当た
りごみ総排出量 

1.056㎏/
人・日 

1.008㎏/
人・日 

(H21実績） 

(ごみ収集搬入量＋集団回収量)／計画収集人口／
365日×1,000 

廃棄物の 
再生利用 

廃棄物からの資源
回収率（リサイク
ル率) 

約24％ 
25.3％ 

(H21実績） 
(資源化量＋集団回収量)／(ごみ収集搬入量＋集団
回収量) 

エネル
ギー 
回収・利
用 

廃棄物からのエネ
ルギー回収量 

673.6MJ/t  
(H20実績） 

エネルギー回収量(正味)／熱回収施設(可燃ごみ処
理施設)における総処理量 

最終処分 
廃棄物のうち最終
処分される割合
(最終処分率) 

約13％ 
10.9％ 

(H21実績） 
最終処分量／(ごみ収集搬入量＋集団回収量) 

表 ごみ処理基本計画策定指針に基づく標準的な評価項目と実績 
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有料化事例の紹介（長野県長野市） 

視点 
指標で測
るもの 

指標項目 
国の目標

値
（H22） 

実績 計算方法 

地球
温暖
化防
止 

温室効果
ガス 
の排出 

廃棄物処理に伴う
温室効果ガスの人
口一人一日当たり
排出量 

0.133㎏/-CO

２/人・日 
(H21実績） 

温室効果ガス排出量(長野市役所温室効果ガス排出
量のうち、一般廃棄物処理に伴うCO2排出量の合計。
資料：環境政策課地球温暖化対策室)／人口／365
日 

公共 
サー
ビス 

廃棄物処
理 
サービス 

住民満足度 
63.3％ 

(H20実績） 

平成21年度まちづくりアンケート中、「資源のリ
サイクルやごみの減量化に対する取組が盛んであ
る」に対する「そう思う」及び「ややそう思う」
の回答割合の合計 

経済
性 

費用対効
果 

人口一人当たり年
間処理経費 

6,667円/
人・年 

(H20実績） 
廃棄物処理に要する総費用(正味)／計画収集人口 

資源回収に要する
費用 

8,978円/kg 
(H20実績） 

資源化に要する総費用(正味)／総資源化量 

エネルギー回収に
要する費用 

17.6円/MJ 
(H20実績） 

エネルギー回収に要する総費用(正味)／エネル
ギー回収量(正味) 

最終処分減量に要
する費用 

16,496円/t 
(H20実績） 

最終処分減量に要する総費用(正味)／(ごみ収集搬
入量＋集団回収量－最終処分量） 

表 ごみ処理基本計画策定指針に基づく標準的な評価項目と実績（つづき） 
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一般廃棄物会計基準 
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一般廃棄物会計基準とは 

 
 

環境省が平成19年６月に公表 

 「一般廃棄物会計基準」とは、一般廃棄物処理
事業に係るコスト分析の標準的手法を示すもの 
コスト分析の対象となる費用の定義 
減価償却方法 等 

廃棄物会計基準に基づいて原価等を算出するた
めの支援ツール・同マニュアルを環境省ホームペー
ジよりダウンロードできる 

 
 
環境省ホームページ http://www.env.go.jp/recycle/waste/tool_gwd3r/ac/index.html 

①一般廃棄物会計基準 
②支援ツール（エクセル） 
③支援ツールマニュアル 
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一般廃棄物会計の目的 

廃棄物会計基準の目的には、以下の二つがあります。 
  

①外部公表目的 
一般廃棄物会計基準に従って作成した一般廃棄物処
理事業の財務諸表を公表することで社会に対する説明
責任を果たす。 

 
②内部管理目的 

一般廃棄物会計を一般廃棄物処理事業の管理ツール
として利用することによって、一般廃棄物処理事業の効
率化を図る。 



一般廃棄物会計基準では、対象となる費目の定義や共通経費等の配賦方
法、減価償却方法等のコスト分析に関する標準的な分析手法を示している。
これを活用して、住民や事業者に対して一般廃棄物処理に係る費用を示す
ことができる。 
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ステークホルダ―への説明における活用例（1/2） 
活用例①住民へのごみ処理に係る費用を公表 
   ⇒住民のごみ処理に関する関心を集めるために、１人当たりの原価

や１世帯当たりの原価等、住民にわかりやすい形で公表する。 

１人当たりの原価 
●●●円/人 1世帯当たりの原価 

●●●●円/世帯 
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ステークホルダ―への説明における活用例（2/2） 

活用例②収集区分・収集頻度の変更 

   ⇒収集区分や収集頻度変更後の費用を試算し、変更前と変更後にお
ける費用の違いをわかりやすい形で公表する。 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

収集運搬部門 中間処理部門 最終処分部門

部門毎の費用
費用（万円／年）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

収集運搬部門 中間処理部門 最終処分部門

部門毎の費用
費用（万円／年）

＜変更前＞ ＜変更後＞ 

収集区分や収集頻度の変更によ

り、収集運搬部門の費用を削減 



38.00 

16.00 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

家庭系 事業系

可燃ごみの発生量あたりの総原価（円/kg）

一般廃棄物会計基準では、廃棄物の種類ごとに原価を算出することができ
るため、有料化を検討する際の資料として活用できる。 
廃棄物種類ごとの費用・原価を把握した上で、原価に対する割合を設定すれ
ば、手数料を設定できる。 
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有料化の料金設定の根拠としての活用例 
活用例①有料化の料金設定に活用 
   ⇒廃棄物種類ごとの総原価を算出することにより、ごみ袋や持ち込

み手数料の料金設定に活用 

家庭系ごみの指定袋の料金を、原価の1割
＋指定袋の作成費用と設定した場合 
 ＜原価の１割＞ 

38円/kg × 1割 ＝ 3.8円/kg 
＜45リットル用の袋の場合＞ 

45ℓを可燃ごみの嵩密度「4.09ℓ/kg」を
基に、重量に変換 

45ℓ × 1/(4.09 ℓ/kg)  ＝ 11.0 kg 
11.0kgの場合 

3.8円/kg × 11.0 kg ＝ 41.8円 
 ⇒45ℓあたり「41.8円」 
 家庭系ごみの指定袋（45ℓ）の料金を、
原価の1割に指定袋の作成費用（1袋あた
り8円）を上乗せして、「50円（42円＋8
円）」と設定 

事業系ごみの持ち込み手数料を、
原価の8割と設定した場合 
 ＜原価の8割＞ 

16円/kg × 8割 ＝ 12.8円
/kg 
＜10kgあたりの手数料の場合＞ 
10kgの場合 

12.8円/kg ×10kg ＝ 128円 
 ⇒10kgあたり「128円」 
 事業系ごみの持ち込み手数料を原
価の8割とし、10kgあたりの持ち込
み手数料を「128円」と設定 

収集運搬部門の費用 
中間処理部門の費用
最終処分部門の費用 

中間処理部門の費用
最終処分部門の費用 
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有料化導入の効果検証の活用例 
活用例②有料化導入の効果検証に活用 
   ⇒有料化導入前後の排出量や１t当たりの原価、１人当たりの原価等を比較す

ることで、ごみ削減量だけでなく費用面での効果検証に活用する。 

135,000
140,000
145,000
150,000
155,000
160,000
165,000
170,000
175,000
180,000
185,000

2009年 2010年 2011年

燃やすごみの排出量（t）

有料化の導入 

ごみ削減効果により、1人当たり
の原価は低くなっています。 

有料化の導入 



「原価計算書」に加え、「行政コスト計算書」や「資産・負債一覧」を保有施設
（資産）の有効活用、更新や修繕の計画的な実施に活用できる。また、事業
体制の見直しにも活用することができる。 
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ごみ処理基本計画等の策定や事業体制の見直しにおける
活用例（1/2） 

活用例①保有施設の効率的な活用、更新・修繕計画の検討に活用 
   ⇒施設ごとの原価を算出することにより、より効率的な施設でより多くの処

理を行う等の検討に活用する。 

焼却施設A 

原価：30円/kg 
処理量：20t 
処理容量：30t 

焼却施設B 

原価：35円/kg 
処理量：20t 
処理容量：30t 

焼却施設A 

原価：30円/kg 
処理量：25t 
処理容量：30t 

焼却施設B 

原価：35円/kg 
処理量：15t 
処理容量：30t 

より効率が良

いA施設での処

理量を増やす

ことで、費用

を削減 



0

2,500,000

0

1,000,000

30,000 0
0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

委託料・組合負担金

（円/年）

人件費

（円/年）

車両の物件費

（円/年）

施設の物件費

（円/年）

その他共通的物件費

（円/年）

経費

（円/年）

①燃やすごみ（円/年）

2,000,000

0 0

700,000

30,000 0
0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

委託料・組合負担金

（円/年）

人件費

（円/年）

車両の物件費

（円/年）

施設の物件費

（円/年）

その他共通的物件費

（円/年）

経費

（円/年）

①燃やすごみ（円/年）
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ごみ処理基本計画等の策定や事業体制の見直しにおける
活用例（2/2） 

活用例②焼却施設の事業体制の変更の検討に活用 

   ⇒現状の費用に対して、事業体制を変更した場合の費用を試算し、事業体制
の見直しに活用する。 

＜変更前＞ ＜変更後＞ 

PFI等を導入することに

より費用を削減 
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自治体での公表例～いわき市～ 
いわき市では、平成19～22年度において一般廃棄物会計基準に基づく財務書類一
式を作成し、公表しています。 
さらに、総費用や部門別費用、1kgあたり原価について平成19～22年度における
経年変化を表及びグラフで公表しています。 

https://www.city.iwaki.fukushima.jp/dbps_data/_material_/localhost/05_seikatsu/1020/genka.pdf 
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自治体での公表例～川越市～ 
川越市では、平成19年度より一般廃棄物会
計基準に基づく財務書類（原価計算書）を
作成しています。 
算定結果については、５か年分を公表して
います。 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1359003240139/index.html 
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1390370144240/files/H24seisou.pdf 
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自治体での公表例～千葉市～ 
千葉市では一般廃棄物会計基準に基づいて作成した平成23年度のごみ処理経費を
公表しています。 
部門毎、廃棄物種類毎の経費に加え、指定袋１袋あたりのごみ処理費用を公表し
ています。 

http://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/download/gomishorikeihi23-20130607.pdf 
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自治体での公表例～熊本市～ 

熊本市では、一般廃棄物会計基準に基づき算定した平成18年度～平成21年
度のごみ処理経費を「熊本市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成23年3
月）」において公表しています。 

http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/asp/kiji_detail.asp?ID=9673&mid=5&LS=40 
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一般廃棄物会計基準における財務書類の構成 

①原価計算書 
（一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書） 
 

②行政コスト計算書 
（一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書） 
 

③資産・負債一覧 
（一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧） 

一般廃棄物会計基準に係る財務書類は、以下に示す３つの財務書類
から構成されています。 
 

 

３つの財務書類をすべて作成しなくてはいけないということではなく、
作成主体が作成する財務書類を選択することができます。 
 例：原価計算書のみ作成 行政コスト計算書のみ作成 
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原価計算書の概要 

対象期間（1年間）に、収集運搬した一般廃棄物・直接搬入された一般廃棄物の収集
運搬・中間処理・資源化・最終処分が対象。 

一般廃棄物種類ごとに、対象期間に要した費用・得られた収益・原価を整理。 

原価は、部門（収集運搬・中間処理・資源化・最終処分）ごとに部門取扱量あたりの費
用で表現。単位は、円／kg。 

燃やすごみの収集運搬部門原価＝ 
燃やすごみの収集運搬に要した費用 

燃やすごみの収集運搬量 

一般廃棄物の処理そのものに係る費用が対象。 
一般廃棄物の種類ごとに費用・原価を算出できる点が特徴。 
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【原価計算書の書式】 

対象年度： 2010年度 (平成22年度)
①
燃
や
す
ご
み

②
燃
や
さ
な
い
ご
み

③
粗
大
ご
み

④
ア
ル
ミ
缶

⑤
ス
チ
ー

ル
缶

⑥
無
色
の
ガ
ラ
ス
製
の
容
器

⑦
茶
色
の
ガ
ラ
ス
製
の
容
器

⑧
そ
の
他
の
ガ
ラ
ス
製
の
容
器

⑨
リ
タ
ー

ナ
ブ
ル
び
ん

⑩
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル

⑪
白
色
ト
レ
イ

⑫
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
製
容
器
包
装

⑬
紙
製
容
器
包
装

⑭
紙
パ

ッ
ク

⑮
段
ボ
ー

ル

⑯
古
紙

⑰
古
布

⑱
生
ご
み

⑲
そ
の
他
の
資
源
ご
み

⑳
そ
の
他
の
ご
み

全
廃
棄
物
種
類

＜原価＞
収集運搬部門原価
（円/kg-収集運搬量)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

中間処理部門原価
（円/kg-中間処理投入量)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

最終処分部門原価
（円/kg-最終処分投入量)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

資源化部門原価
（円/kg-資源化投入量）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

［参考］
＜費用＞

収集運搬部門費
（円/年）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中間処理部門費
（円/年）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

最終処分部門費
（円/年）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資源化部門費
（円/年）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

作業部門費合計
（円/年）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理部門費
（円/年）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

費用合計
（円/年）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

［参考］
＜収益＞

収益合計
（円/年）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書（総括表）
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行政コスト計算書の概要 

市町村が行う「一般廃棄物処理（原価計算書の対象）」を含む、一般
廃棄物の処理に関する事業について、対象期間に要した費用及び得
られた収益を表したもの。 

  →廃棄物種類ごとではなく、廃棄物処理全体に係る費用等を整理 

 

「原価計算書」で対象とした費用に加え、「一般廃棄物処理を円滑に
実施するための費用」を管理部門の経常業務費用として計上。 
 

行政コスト計算書の対象 

 

 

 

原価計算書の対象 

 

一般廃棄物処理を円滑に
実施するための費用 
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一般廃棄物処理を円滑に実施するための費用の例 

ごみ処理基本計画、分別収集計画などの各種計画策定に 
要する費用 

一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理施設の許可の 
業務に係る費用 

一般廃棄物排出事業者に対する指導・管理に係る費用 

広報・普及啓発に係る費用 

リサイクルセンターのうち、広報・普及啓発に係る費用 

不法投棄防止対策に係る費用 

一部事務組合の議会に係る費用、監査に係る費用 

閉鎖した最終処分場の維持管理に係る費用 

行政コスト計算書の概要 
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【行政コスト計算書の書式】 

対象年度： 2010年度 (平成22年度) （単位：円）
（１）経常費用

経常業務費用
＜収集運搬部門＞

大項目 小項目
①人件費 0
②物件費 0

委託料もしくは組合負担金 0
車両に係る物件費 0
施設に係る物件費 0
車両・施設以外に係る物件費のうち特定の一般廃棄物種類に係る物件費 0
その他共通的物件費 0

③経費 0
合計 0

＜中間処理部門＞
大項目 小項目

①人件費 0
②物件費 0

委託料もしくは組合負担金 0
車両に係る物件費 0
施設に係る物件費 0
その他共通的物件費 0

③経費 0
合計 0

＜最終処分部門＞
大項目 小項目

①人件費 0
②物件費 0

委託料もしくは組合負担金 0
車両に係る物件費 0
施設に係る物件費 0
その他共通的物件費 0

③経費 0
合計 0

＜資源化部門＞
大項目 小項目

①人件費 0
②物件費 0

委託料もしくは組合負担金 0
車両に係る物件費 0
施設に係る物件費 0
その他共通的物件費 0

③経費 0
合計 0

＜管理部門＞
大項目 小項目

①人件費 0
②物件費 0
③経費 0
④一般廃棄物の処理を円滑に実施するための各種施策に係る費用 0

合計 0

＜その他＞
大項目 小項目

その他費用 0
0
0
0
0
0

一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書

経常移転支出
大項目

①扶助費等支出 0
②補助金等支出 0
③その他の経常移転支出 0

合計 0

経常費用合計（総行政コスト）
合計 0

（２）特別損失
大項目 小項目

特別損失 0

（３）経常収益
経常業務収益

大項目 小項目
①業務収益 0

自己収入 0
その他の業務収益 0

②業務外収益 0
受取利息等 0
その他の業務外収益 0

合計 0

経常移転収入
大項目

経常移転収入 10

その他収益
大項目 小項目

その他収益 0
0
0
0
0

0

0

経常収益合計

合計 10

※注記
大項目 小項目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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一般廃棄物会計基準活用時のポイント 
 

全国都市清掃会議による原価計算の手引きを元にした各自治体
による原価・費用等の計算方法（以下、自治体独自方式）と大きく
異なるものではありません。 

廃棄物会計基準と自治体独自方式で、以下の点が異なっていると
いう事例があります。 

 ・減価償却方法（期間・残存価値） 

 ・対象とする費目（普及啓発費用等） 

 ・収入控除の有無（資源売却収入） 

 ・退職給付引当金繰入額相当額算入の有無 



一般廃棄物会計基準 
財務書類作成支援ツール 

～入力のポイント～ 
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47 

一般廃棄物処理に係るフロー図を作成 
ツールへのデータ入力前にすべきこと 

●廃棄物種類毎の廃棄物の流れ・量 
●廃棄物処理施設の部門（収集運搬・中間処理・最終処分・資源化）・運営主体（直営・公設民営・委託） 

を明確にしてください 

粗大ごみ ＊＊t 
粗大ごみ ＊＊t 

＜容器包装リサイクル協会へ引渡＞ 

＜収集：直営＞ 

＜直接搬入＞ 

＜A破砕施設：直営＞ 

＜B焼却施設：公設民営＞ 

＜C資源化施設：委託＞ 

＜D最終処分場＞ 

＜業者へ売却＞ 

スチール缶 ＊＊t 
びん ＊＊t 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 ＊＊t 
ペットボトル ＊＊t 

燃やすごみ ＊＊t 
アルミ缶 ＊＊t 

粗大ごみ ＊＊t 

スチール缶 ＊＊t 
びん ＊＊t 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 ＊＊t 
ペットボトル ＊＊t 

アルミ缶 ＊＊t 

スチール缶 ＊＊t 
びん ＊＊t 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 ＊＊t 
ペットボトル ＊＊t 

燃やすごみ ＊＊t 
アルミ缶 ＊＊t 

粗大ごみ ＊＊t 

スチール缶 ＊＊t 
びん ＊＊t 

アルミ缶 ＊＊t 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 ＊＊t 
ペットボトル ＊＊t 

残さ 

残さ 

スチール缶 ＊＊t 
びん ＊＊t 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 ＊＊t 
ペットボトル ＊＊t 

燃やすごみ ＊＊t 
アルミ缶 ＊＊t 

粗大ごみ ＊＊t 
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２．入力ファイル 

３．算出ファイル 

５．分析ファイル 

４．出力ファイル 

１．設定ファイル 計算を行うファイル 

財務書類を出力するファイル 

自動的に分析を行うファイル 

財務書類作成支援ツールの概要 

一般廃棄物会計基準に基づく財務書類を作成
するためのエクセルで作成された ５つの電子ファ
イルのセット 
 

必要なデータを入力すると、財務書類を作成。 

基本事項の設定を行う 
ファイル 

データ入力行うファイル 

入力すべきファイルは、２つのみ 
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支援ツール使用時の諸注意 

５つのファイルは、同じフォルダ内に保存してください。 

ファイルの名称は、絶対に変更しないでください。 

関連するファイル間で参照のリンクが設定されているため、
原則として、設定ファイル、入力ファイル、算出ファイル、出
力ファイルの４つのファイルを開いた状態で入力を行ってく
ださい。ただし、設定ファイルの基本設定・入力チェックは、
入力ファイルを閉じてから行ってください。 

入力不可となっているセルがあります。このようなセルにつ
いては、シートの保護を解除するとセルへの入力が可能と
なりますが、入力チェック機能等においてエラーが発生する
ことがありますので、セルへの入力は行わないでください。 
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部門 シート№・内容 

 入力方法 

１  施設 

２  所有施設に係る事業費等 

３  車両 

収
集
運
搬
部
門 

４  収集運搬量 

５  直接搬入量 

６  直営施設 

７  直営車両の積載量等 

８ コンテナ等の物件費 

９  コンテナ等の配布状況 

10  公設民営（所有施設） 

11  公設民営（所有車両） 

12  委託 

中
間
処
理
部
門 

13  中間処理投入量 

14  直営施設 

15  公設民営 

16  委託 

2.入力ファイルの概要 

部門 シート№・内容 
最
終
処
分
部
門 

17  最終処分投入量 

18  直営施設 

19  公設民営 

20  委託 

資
源
化
部
門 

21 資源化投入量 

22  直営施設 

23  公設民営 

24  委託 

25  引渡量 

26  人件費 

27  施設に係る物件費 

28  車両に係る物件費 

29  共通的物件費、経費、管理部門に係る費用等 

30  一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債 

31  有料化の実施状況 

32  直接搬入ごみの手数料収入 

33  近隣市町村からの受託収入 

34 廃棄物焼却発電施設に係る費用（H24年度追加） 

35 メタン発酵発電施設に係る費用（H24年度追加） 

 基礎情報 

費用・物量等のデータを入力するファイルです。 

廃棄物処理システムによって入力すべきシートが異なります 



廃棄物発電のコスト計算(平成24年度追加分） 
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平成24年度のツールの改定により、廃棄物発電のコストが計算可
能に。 

 

廃棄物発電のコスト計算を行う場合には、以下の内容を入力。 
 発電に係る事業費等 

 人件費に占める発電部分の割合、物件費及び経費に占める発電部分の割合 

 発電容量、年間発電量、発電による収入 等 

 

上記の入力を行うことで、以下の項目を自動で出力。 
 発電容量あたりの建設費、運転管理費、人件費 

 廃棄物発電原価、バイオマスの発電原価 

 廃棄物発電に係る収支 
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1.設定ファイル 入力チェックシートの概要 

ボタンを押すと、エラー箇所が表示されるので、該
当箇所を修正が容易に 
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5.分析ファイルの概要 

出力ファイルの情報をもとに、自動的に表・グラフ
を作成します。 

 

簡単な設定のみで、単年度分析と３種類の経年
分析を行うことができます。 
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5.分析ファイルでの分析例 

0

2,500,000

100,000

1,000,000

350,000

0
0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

委託料・組合負担金

（円/年）

人件費

（円/年）

車両の物件費

（円/年）

施設の物件費

（円/年）

その他共通的物件費

（円/年）

経費

（円/年）

①燃やすごみ（円/年）

単年度分析② 
＜燃やすごみ、収集運搬部門の費用及びその
内訳＞ 
 
対象とする廃棄物種類、部門を選択することによ
り費用の内訳を簡単に確認できます。どの費目
で費用を要している分析できます。 

ごみの排出量と比較分析するこ
とで、削減を行うことによる費用
対効果が高い部門と低い部門が
わかるなど、他の指標と組み合
わせて更なる分析を行うこともで
きます。 

 

経年変化分析① 
＜燃やすごみ、燃やすごみ、部門毎の原価＞ 
 
対象とする廃棄物種類の部門ごとの原価の経年変化を分析できます。 
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実態調査と会計基準との違い 
処理部門の定義が異なります。 

実態調査と会計基準では、中間処理部門の定義が異なります。 
 
●実態調査：収集運搬部門、中間処理部門、最終処分部門 
●会計基準：収集運搬部門、中間処理部門、最終処分部門、資源化部門 

 

 

 

 

 

「建設・改良費（工事費）」や「退職金」の扱いが異なります。 
●実態調査：減価償却は行わず、建設・改良費として発生した年度に計上する。 
         退職金も発生した年度に計上する。 
●会計基準：建設・改良費は、減価償却を行い減価償却費として計上する。 
         退職金は退職給付引当金繰入額相当額を計上する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

会計基準の作業部門 実態調査における施設 

中間処理部門 
焼却施設、粗大ごみ処理施設、 
その他の施設（中間処理施設） 

資源化部門 資源化施設、燃料化施設、保管施設 
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追加で情報収集が必要な項目 

過去の施設の「建設・改良費」、「車両の購入費」 
現在稼働中の施設や車両について、過去の実態調査から「建設・改良費」や「車両の
購入費」に関する情報を収集する必要があります。 

 

市区町村の退職金に係る情報 
退職給付引当金繰入額相当額を計上するために必要な情報を収集する必要がありま
す。 
※ただし、当該項目を含めずに原価を算出したい場合には、情報収集は不要です。 

 
処理及び維持管理費 
実態調査では、処理及び維持管理費は作業部門ごとの一括の値を入力することとな
っていますが、会計基準では施設ごとや委託ごとに費用を計上する必要があります。 
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実態調査を活用した入力方法（1/2） 

「設定ファイル」では実態調査の廃棄物種類の区分にあわせて、
必要な設定を行います。実態調査の区分の中でも収集していな
い廃棄物種類については、設定する必要はありません。 

①可燃ごみ（混合ごみ※） 
②不燃ごみ 
③資源ごみ 
④その他のごみ 
⑤粗大ごみ 

※混合ごみとして収集している場合は、当該廃棄物の情報を
「①可燃ごみ」の箇所に入力してください。 

＜実態調査における廃棄物種類の区分＞ 
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実態調査を活用した入力方法（2/2） 

②実態調査を参考とした入力 ５．収集運搬部門～直接搬入量～

家庭系 事業系

①可燃ごみ 0

②不燃ごみ 0

③資源ごみ 0

④その他のごみ 0

⑤粗大ごみ 0

合計 0 0 0

廃棄物種類

持込による受
入量

許可業者及び
持込による受

入量

直接搬入量合
計

直接搬入量
（t/年）

４．収集運搬部門～収集運搬量～

直営＋
公設民営＋

委託

左のセルの値
と異なる場合

直営＋
公設民営＋

委託

左のセルの値
と異なる場合

①可燃ごみ 0 0

②不燃ごみ 0 0

③資源ごみ 0 0

④その他のごみ 0 0

⑤粗大ごみ 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公設民営
の場合の

収集運搬量

委託業者もし
くは組合によ
る収集運搬量

直営による
収集運搬量

公設民営
の場合の

収集運搬量

委託業者もし
くは組合によ
る収集運搬量

収集運搬量
（t/年）

収集運搬量合計 収集運搬量合計

家庭系 事業系

廃棄物種類

直営による
収集運搬量

（１）生活系ごみ搬入量

実施形態 直　　営 委　　託 許　　可 直接搬入

収集区分 ０１ ０２ ０３ ０４

混 合 ご み ０１  t  t  t  t

可 燃 ご み ０２  t  t  t  t

不 燃 ご み ０３  t  t  t  t

資 源 ご み ※ ０４  t  t  t  t

そ の 他 の ご み ０５  t  t  t  t

粗 大 ご み ０６  t  t  t  t

１４ （２）事業系ごみ搬入量

実施形態 直　　営 委　　託 許　　可 直接搬入

収集区分 ０１ ０２ ０３ ０４

混 合 ご み ０１  t  t  t  t

可 燃 ご み ０２  t  t  t  t

不 燃 ご み ０３  t  t  t  t

資 源 ご み ※ ０４  t  t  t  t

そ の 他 の ご み ０５  t  t  t  t

粗 大 ご み ０６  t  t  t  t

１５
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支援ツール簡易版の活用（1/4） 

支援ツールでは、「簡易版」を設定することができます。簡易版で
は、廃棄物種類ごとの原価ではなく、廃棄物全体についての
原価を算出することができます。 

廃棄物種類ごとの情報が不要なため、通常版と比較して入
力箇所が少ないです。 

設定ファイル・基本設定 
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支援ツール簡易版の活用（2/4） 
簡易版は以下の項目の情報を収集、入力することで、廃棄物全体について
の原価を算出することができます。 

単位 単位

収集運搬量 家庭系の実施主体ごとの収集運搬量 t/年 埋立処分量 直営 t/年
事業系の実施主体ごとの収集運搬量 t/年 委託 t/年

直接搬入量 持ち込みによる受入量（家庭系） t/年
許可業者及び持込による受入量（事業系） t/年 施設名称 －

当該施設への埋立処分量 t/年

＜コンテナ等＞ 個 ■委託の場合
コンテナ等の購入価格 円/個 委託料もしくは組合負担金 円/年
コンテナ等の想定耐用年数 年

■委託の場合 資源化投入量 直営 t/年
委託料もしくは組合負担金 円/年 委託 t/年

中間処理投入量 直営 ①破砕施設投入量 t/年 施設名称 －
②破砕後焼却施設投入量 t/年 年間投入量 t/年

③直接焼却施設投入量 t/年 ■委託の場合
委託 ①破砕施設投入量 t/年 委託料もしくは組合負担金 円/年

②破砕後焼却施設投入量 t/年

③直接焼却施設投入量 t/年
赤字：物量

施設名称 － 青字：金額
処理方法（焼却/破砕） － 黒字：その他

当該施設への中間処理投入量 t/年

■委託の場合
委託料もしくは組合負担金 円/年

コンテナ等の購入数量

最終処分部門

■直営の場合

資源化部門

■直営の場合

入力項目入力項目
収集運搬部門

■直営の場合

中間処理部門

■直営の場合
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支援ツール簡易版の活用（3/4） 
単位 単位

保有施設 資源売却
施設名称 － 資源売却収入 円/年
部門 － 人件費
取得年度 － 部門ごとの人件費 円/年

取得価額 円 施設に係る物件費

取得価額のうち支出金 円 施設に係る物件費（維持補修費等） 円/年
想定耐用年数 年 施設に係る経費（公債利子等） 円/年

保有車両 車両に係る物件費
部門 － 円/年
車種 － 委託料（雇上費用） 円/年
取得年度 － 燃料費 円/年
取得価額 円 維持補修費 円/年
想定耐用年数 年 管理等に係る費用

円/年
円/年

資産・負債

赤字：物量 Ⅱ．負債 地方債 円
青字：金額 借入金 円
黒字：その他

有料化

指定袋やシール等の販売に係る費用 円/年

指定袋やシール等の販売による収益 円/年
手数料収入

直接搬入ごみの手数料収入 円/年

受託収入

近隣市町村からの受託収入 円/年

一般廃棄物の処理を円滑に実施するための各種施策に係る費用

補助金等

該当する自治体のみ

リース・レンタル費用

入力項目
自治体全体保有施設・車両等

入力項目
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支援ツール簡易版の活用（4/4） 

「①燃やすごみ」を入力する欄に 
必要な情報を入力してください。 

入力ファイル（例：収集運搬部門・委託） 
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「市町村における循環型社会づくりに向けた 
一般廃棄物処理システムの指針」 

及び 
「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」 



「一般廃棄物処理システムの指針」 
を知っていますか？ 
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活用している, 20, 
1.9%

知っているが活

用したことはな

い, 487, 46.7%知らない, 455, 
43.6%

空白・無回答, 81, 
7.8%

処理システムの指針の認知度



 
 

65 

一般廃棄物処理システムの指針とは？ 

廃棄物処理法の基本方針に規定されるごみ処理に関する役割
を果たすため、国が市町村に対して廃棄物の減量や適正な処
理等の円滑な取組みの実施に向けた考え方を示したもの。 
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「一般廃棄物処理システムの指針」の内容 

1. 一般廃棄物の標準的な分別収集区分 

2. 一般廃棄物の適正な循環的利用・適正処分の考え方 

3. 一般廃棄物処理システムの評価の考え方 

4. 循環型社会形成に向けた一般廃棄物処理システム構
築のための取組みの考え方 
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一般廃棄物処理システムの評価の考え方（１） 

①環境負荷面、経済面などについて、指標を用いて評価 

循環型社会形成 

• ごみ排出量 

• 資源回収率 

• エネルギー回
収量 

• 最終処分割合 

地球温暖化防止 

• 温室効果ガス
排出量 

公共サービス 

•住民満足度 

経済性 

（費用対効果） 

• ごみ処理費用 

• 資源回収に要
する費用 

• エネルギー回
収に要する費
用 

• 最終処分減量
に要する費用 
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一般廃棄物処理システムの評価の考え方（２） 

②上記指標を用いた客観的な評価の方法 
 当該市町村で設定した目標値を基準値とした比較による評

価 
 国の目標値を基準値とした比較による評価 
 全国又は都道府県における平均値や類似市町村の平均値

を基準値とした比較による評価 

※一般廃棄物処理システム指針では、できるだけ多くの市町村が本
指針を活用して、類似市町村の平均値を基準値とした比較による
評価を実施することを推奨しています。 

※「ごみ処理基本計画策定指針」においても、ごみ処理の評価を行
うに当たって、システム指針に基づく評価の導入が必要である旨
が示されています。 
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一般廃棄物処理システムの評価の考え方（３） 

■類似市町村の抽出のステップ 
 
ステップ１ 都市形態（政令指定都市、特別区、中核市、特例市、      
         都市、町村） 
   ↓ 
ステップ２ 人口規模 
   ↓ 
ステップ３ 産業構造（第２次産業人口、第３次産業人口の比率で 
         分類） 
   ↓ 
類似市町村の抽出  
 
※総務省が提示している「類似団体別市町村財政指数表」の類型を  

用いて類型化 
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一般廃棄物処理システムの評価の考え方（４） 

環境省では、市町村の担当者が自市町村の一般廃棄物処理シ
ステムの評価を簡便に行えるように、そのホームページ上で、「シ
ステム評価支援ツール」を公表しています。 

 

 基本的な作業は、市町村名を入力するだけ！ 
※ オプションで、比較対象の拡大や絞り込みといった

個別設定を行うこともできます。 
 

 出力シートに、類似市町村が自動的にリストアップされます！ 

 自市町村の取組み状況が、偏差値で表示されます！ 



「一般廃棄物処理システム評価支援ツール」 
を知っていますか？ 
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活用している, 11, 
1.1%

知っており、今後

活用の予定であ

る, 29, 2.8%

知っているが、パ

スワードが分か

らない, 30, 2.9%

知っているが、活

用の予定はない, 
400, 38.4%知らない, 494, 

47.4%

無回答, 79, 7.6%

支援ツールの認知度



入力画面
白抜き枠が記入欄となります。その他のセルは操作することはできません。

１．類似市町村間比較
１）下欄に都道府県名、市町村名を記入して下さい。

都道府県名 市町村名

財政比較分析表の区分に基づく街の構造区分及び類似市町村数が表示されます。 ３）レーダーチャートの表示設定を選択してください。

街の概要

95,486 参考：

Ⅱ次・Ⅲ次人口比率 99.5
Ⅲ次人口比率 81.3 参考：

都市 参考：

Ⅱ
3

類似市町村数
※エネルギー回収量、温室効果ガス排出量の比較対象（燃料や電力使用量の把握状況）

（当該市町村が「全量把握」もしくは「一部把握」出来ていない場合は、評価できません）

類似市町村数が少ない場合は、２）以下で調整が必要となります。

処理システムの指針では、政令指定都市以上の市町村数を確保することが望ましいとされています。

２）類似市町村数が少ない場合は、次の操作を行って下さい。

(1)産業構造を考慮しない場合は、下のセルを「②産業構造を考慮しない」にして下さい。

(2)人口の幅を手動で設定する場合は、下のセルを「②人口は手動設定」にして下さい。また、人口区分を入力して下さい。

人口区分 人以上 注意：下限を設定しない場合は、0を入力して下さい。

人未満 　　　　また、上限を設定しない場合は10,000,000を入力して下さい。

街の概要

類似市町村数 産業構造及び人口の幅を変更した場合の類似市町村数が表示されます。

２．同一都道府県内又は地方内での比較

地方の場合

２）都市形態を考慮する場合は、以下のセルを「②都市形態を考慮する。」にして下さい。

　　②「都市形態を考慮する。」を選択すると当該市町村と同じ都市形態が自動的に選択されます。

都市形態

120,000

街の構造区分 都市Ⅱ3

①人口は自動設定

80,000

①産業構造を考慮する

①都市形態を考慮しない

①比較を行わない。

街の構造区分

１）同一都道府県内で比較を行いたい場合は、下のセルを「②都道府県内で比較を実施する。」に、同一地方内で比較を行いたい場合は下のセルを「③地方内で比

較を実施する。」にして下さい。また、地方の場合は属している地方名を選択して下さい。なお、本比較を行う場合は、１．２）の産業構造及び人口は①を選択し

ておいて下さい。

産業構造

人口

都市形態
人口区分
産業構造 人口一人当たり年間処理経費

最終処分減量に要する費用

エネルギー回収に要する費用

温室効果ガスの人口一人一日当たり排出量

（外部供給に伴う回避分を考慮した温室効果ガス排出量）

表示できない

表示する

表示する

表示できない

表示できない

現状非公表につき、入力不要です

福岡県
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表示する

表示する

表示できない

表示する

住民満足度

資源回収に要する費用

表示できない

表示できない

大野城市

人口一人一日当たりごみ総排出量

廃棄物からの資源回収率(RDF除く)

廃棄物からのエネルギー回収量

廃棄物のうち最終処分される割合

○○県 ○○市
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システム評価支援ツールの活用方法（１） 
①都道府県、市町村名を入力（リストから選択） 

③同一都道府県又は地方内で比較する場合は、下の赤

枠内に条件を入力 
 比較対象：同一都道府県or地方内 
 都市形態：考慮する（同じ都市形態のみで比較） or 

しない（都市形態を問わずに比較） 

④レーダーチャートに表示する
指標を選択 

 （現状評価できないものは、
“表示できない”に固定され
ています） 

⑤エネルギー回収量、温室効果ガス排出量に関するデー

タの比較対象を選択 
 （全量把握している自治体のみを比較対象とするか、

一部把握している自治体も比較対象とするか） 

②類似市町村数を調整する場合、下の赤枠内に入力 
産業構造：考慮しない 
人口  ：自動設定（国の示す類型）or手動設定 

下図①～⑤
のうち、必要
な部分を入
力（選択）す
るだけ！ 
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システム評価支援ツールの活用方法（２） 
標準的な指標１（偏差値によるレーダーチャート）

人

備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されて
いないことにご注意ください。

81.3%

類型都市の概要

都市形態 都市

人口区分 Ⅱ 50,000人以上～100,000人未満

産業構造 3 Ⅱ次･Ⅲ次人口比95％以上、Ⅲ次人口比65％以上

市町村名 ○○県○○市
人口 95,486

産業 Ⅱ次・Ⅲ次人口比率 99.5% Ⅲ次人口比率

72,763 

17,643 

37,404 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

最終処分減量に要する費用
(円/t)

○○県○○市：33,297(円/ｔ)

1.339

0.721
0.929

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

人口一人一日当たりごみ総排出量

(kg/人･日)

○○県○○市：1.045（kg/人･日）

0.646

0.041

0.224

0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 

廃棄物からの資源回収率(RDF除
(t/t)

○○県○○市：0.194(ｔ/ｔ)

0.777

0
0.104

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

廃棄物のうち最終処分される割合

(t/t)

○○県○○市：0.067（t/t）

22,932 

5,826 

11,916 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

人口一人当たり年間処理経費
(円/人･年)

○○県○○市：12,248(円/人･年)

0

25

50

75

人口一人一日当たりごみ総排

出量

廃棄物からの資源回収率

(RDF除く)

廃棄物のうち最終処分される

割合

人口一人当たり年間処理経

費

最終処分減量に要する費用

実績 平均

資料：平成22年度一般廃棄物処理実態調査結果

類似市町村数 73○○県○○市

ポジショニンググラフ：○印が当

該市町村の実績。黒字の数値は、

最大、最小、平均値を示す。（○

印が上にあるほど優れていること

を示す） 

偏差値によるレーダーチャート表示 
（赤線（平均値）を上回る方が、優れて

いることを示す） 
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システム評価支援ツールの活用方法（３） 
【大きい方が良好な指標】 
 廃棄物からの資源回収率  【資源回収率が高い＝優秀】 
 （廃棄物からのエネルギー回収量） 【エネルギー回収量が多い＝優秀】 
 （住民満足度）         【住民満足度が高い＝優秀】 
 
【小さい方が良好な指標】 
 人口一人一日当たりごみ総排出量 【排出量が少ない＝優秀】 
 廃棄物のうち最終処分される割合 【最終処分割合が低い＝優秀】 
 （廃棄物処理に伴う温室効果ガスの人口一人一日当たり排出量）  

                          【排出量が少ない＝優秀】 
 人口一人当たり年間処理経費              【費用が安い＝優秀】 
 最終処分減量に要する費用  【費用が安い＝優秀】 
 （資源回収に要する費用）  【費用が安い＝優秀】 
 （エネルギー回収に要する費用） 【費用が安い＝優秀】 
※ （ ）内の指標は現状のシステム評価支援ツールでは表示されません。その他

の指標は環境省「一般廃棄物処理実態調査」の調査結果に基づき算出してい
ます。      



0.0

25.0

50.0

75.0

人口一人一日当たりごみ

総排出量

廃棄物からの資源回収率

廃棄物からのエネルギー

回収量

廃棄物のうち最終処分さ

れる割合

温室効果ガスの人口一人

一日当たり排出量

参考：温室効果ガスの人

口一人一日当たり排出量

（外部供給電力による回

避分を除く）

人口一人当たり年間処理

経費

最終処分減量に要する費

用
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システム評価支援ツールの活用方法（４） 

【標準的な指標の分析】 
資源回収の取組みは優秀だけれども、ごみの排出量が多く、最終処分され
る割合も高いため、ごみ処理の有料化を行うべきではないだろうか。 
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リ
サ
イ
ク
ル
率
高

コスト小（安い）コスト大（高い）

リ
サ
イ
ク
ル
率
低

リサイクル率が高
くて、原価が安い
優良なグループ
（安くて良い）

リサイクル率が低
くて、原価が安い
グループ
（安いが悪い）

リサイクル率が高
いが、原価も高い
グループ
（良いが高い）

（偏差値）

（偏差値）

リサイクル率が低
くてが、原価が高
いグループ
（高くて悪い）

ここをめざします

自分のまち

リサイクル率は
平均的だが、コ

ストが高い

リサイクル率が高く、
コストも安い類似市町
村（上図赤囲み部）の
一般廃棄物処理システ
ムの詳細を確認し、参
考とする。 

類似市町村と比較の一例 

システム評価支援ツールの活用方法（５） 
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0 50 100 150 200

人口一人一日当たりごみ総排出量

廃棄物からの資源回収率

廃棄物のうち最終処分される割合

人口一人当たり年間処理経費

最終処分減量に要する費用

施策導入前を基準とした時の施策導入後の指数

1.05 → 0.85

（円/ｔ）

（円/人・年）

（ｔ/ｔ）

（ｔ/ｔ）

（kg/人・日）

0.10 → 0.16

0.12 → 0.08

10,000 → 12,000

30,000 → 30,000

②資源回収品目
追加に伴い向上 

①有料化及び資源回収品目
追加に伴い向上 

③溶融処理の導入、資源
回収品目追加に伴い向上 

  

溶融処理の導入に
伴い悪化 

施策導入に伴い向上 施策導入に伴い悪化 

システム評価支援ツールの活用方法（６） 
施策導入の効果検証の一例 
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システム評価支援ツールの活用場面（１） 

21

11

4

7
8

0

5

10

15

20

25

（回答数）
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システム評価支援ツールの活用場面（２） 
＜市町村内部での廃棄物処理システムの検討＞ 
 システム評価支援ツールによる各指標の分析を通じて、自市町村の廃棄物処

理システムの弱点を正確に把握することができます。 
 また自市町村の廃棄物処理システムを検討する上で、参考となる類似市町村

を抽出することができます。 
 このため、弱点の改善を図るための取組みを具体的、効率的に検討すること

ができます。 

【活用例】 
• 各指標の分析結果を踏まえ、自市町村の廃棄物

処理の新たな取組みの方向性を検討する。 
ごみ量が多い→有料化の導入 
資源化率が低い→ごみの分別品目の拡大 等 

• 指標の偏差値が優れている類似市町村の取組み
を参考に、新たな廃棄物処理計画を検討する。 
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システム評価支援ツールの活用場面（３） 
＜ステークホルダー（地域住民等）への説明＞ 
 地域住民等に対して、自市町村の一般廃棄物処理に関する取組や今後の方

向性を説明する際、システム評価支援ツールによる視覚的にわかりやすい図
表や類似市町村との比較データを活用することで、市町村としての説明責任
を十分に果たすことができます。 

【活用例】 
• 市町村の広報誌等においてシステム評価支援ツ

ールによる住民一人当たりのごみ処理費用等の
データを類似市町村等と比較する形で公表するこ
とで、自市町村の一般廃棄物処理の状況につい
て、地域住民に正確に理解してもらう。 

• 廃棄物処理施設の整備等に関する住民説明会を
開催する際に、事業実施の必要性や事業実施に
より期待される効果を説明する際の根拠として活
用する。 
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「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」「市町
村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指
針」を合せた３つのガイドラインを活用ください。 

 

３つのガイドライン／支援ツール／パンフレットは、環境省ウェブサイ
トにアップされています。     

 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/tool_gwd3r/ 
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